
 
小
値
賀
町
議
会
第
五
回
臨
時
会
は
、
平
成
二
十
二
年
十
一
月
二
十
四
日
午
後
一
時
三
十
分
、
小
値
賀
町
役
場
議
場
に
招
集
さ
れ
た
。 

  

一
、
出 
席 

議 

員 
 
 
 
 

九 

名 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一

番 
 
 
 
 

宮

﨑

良

保 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

二

番 
 
 
 
 

加

山

雅

徳 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

三

番 
 
 
 
 

土

川

重

佳 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

四

番 
 
 
 
 

小

辻

隆

治

郎 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

五

番 
 
 
 
 

浦

 

英

明 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

六

番 
 
 
 
 

岩

坪

義

光 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

七

 

番 
 
 
 
 

伊

藤

忠

之 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

九

番 
 
 
 
 

松

永

勇

治 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

十

番 
 
 
 
 

横

山

弘

藏 

   

二
、
欠 

席 

議 

員 
 
 
 
 

一 

名 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

八

番 
 
 
 
 

立

石

隆

教 

 



 

三
、
地
方
自
治
法
第
百
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
説
明
の
た
め
、
こ
の
会
議
に
出
席
し
た
者
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

町

長 
 
 
 
 

山

田

憲

道 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

副

町

長 
 
 
 
 

中

村

敏

章 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

教

育

長 
 
 
 
 

筒

井

英

敏 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

会

計

管

理

者 
 
 
 
 

谷

 

良

一 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

総

務

課

長 
 
 
 
 

西

村

久

之 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

住

民

課

長 
 
 
 
 

吉

元

勝

信 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

産

業

振

興

課

長 
 
 
 
 

熊

脇

一

也 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

産
業
振
興
課
専
門
幹 

 
 
 
 

蛭

子

晴

市 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

建

設

課

長 
 
 
 
 

升

 

水

 

裕

 

司 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

診

療

所

事

務

長 
 
 
 
 

尾

野

英

昭 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

教

育

次

長 
 
 
 
 

尾

﨑

孝

三 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

農
業
委
員
会
事
務
局
長 

 
 
 
 

松

本

充

司 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

四
、
本
会
議
の
事
務
局
職
員
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

議

会

事

務

局

長 
 
 
 
 

大

田

一

夫 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

議

会

事

務

局

書

記 
 
 
 
 

岩

坪

百

合 

 



 

五
、
議 

事 

日 

程 

  

小
値
賀
町
議
会
第
五
回
臨
時
会 

 

平
成
二
十
二
年
十
一
月
二
十
四
日
（
水
曜
日
） 

 

午
後
一
時
二
十
九
分 

 

開 

会 

  

第 

一 
 

会
議
録
署
名
議
員
指
名
（ 

松
永
勇
治
議
員 

・ 

宮
﨑
良
保
議
員 

） 

第 

二 
 

会

期

決

定 

第 

三 
 

議
案
第
六
八
号 
小
値
賀
町
霊
柩
車
使
用
条
例
を
廃
止
す
る
条
例
案 

第 

四 
 

議
案
第
六
九
号 
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案 
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午
後
一
時
二
十
九
分
開
会 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 

こ
ん
に
ち
は
。 

た
だ
い
ま
の
出
席
議
員
は
、
九
名
で
す
。 

 

定
足
数
に
達
し
て
い
ま
す
の
で
、
た
だ
い
ま
か
ら
平
成
二
十
二
年
小
値
賀
町
議
会
第
五
回
臨
時
会
を
開
会
し
ま
す
。 

 

こ
れ
か
ら
、
本
日
の
会
議
を
開
き
ま
す
。 

 

本
日
の
議
事
日
程
は
お
手
元
に
配
布
し
た
と
お
り
で
あ
り
ま
す
。 

 

日
程
第
一
、
会
議
録
署
名
議
員
の
指
名
を
行
い
ま
す
。 

 

本
日
の
会
議
録
署
名
議
員
は
、
会
議
規
則
第
百
十
八
条
の
規
定
に
よ
っ
て
、
九
番
・
松
永
勇
治
議
員
、
一
番
・
宮
﨑
良
保
議
員
を
指
名
し
ま
す
。 

 

日
程
第
二
、
会
期
決
定
の
件
を
議
題
と
し
ま
す
。 

 

お
諮
り
し
ま
す
。 

 

本
臨
時
会
の
会
期
は
、
本
日
一
日
間
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

し
た
が
っ
て
、
会
期
は
本
日
一
日
間
に
決
定
し
ま
し
た
。 

 

日
程
第
三
、
議
案
第
六
八
号
、
小
値
賀
町
霊
柩
車
使
用
条
例
を
廃
止
す
る
条
例
案
を
議
題
と
し
ま
す
。 

 

本
案
に
つ
い
て
提
案
理
由
の
説
明
を
求
め
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

住

民

課

長 

住
民
課
長
（
吉
元
勝
信
） 

議
案
第
六
八
号
、
小
値
賀
町
霊
柩
車
使
用
条
例
を
廃
止
す
る
条
例
案
の
提
案
理
由
を
説
明
い
た
し
ま
す
。 

 

小
値
賀
町
霊
柩
車
使
用
条
例
は
、
昭
和
四
十
八
年
に
葬
儀
の
た
め
の
町
霊
柩
車
使
用
に
つ
い
て
定
め
て
お
り
ま
す
が
、
本
年
十
月
二
十
六
日
に

民
間
の
事
業
所
が
一
般
貨
物
自
動
車
（
霊
柩
車
）
運
送
事
業
経
営
の
許
可
を
取
得
し
、
平
成
二
十
三
年
一
月
一
日
か
ら
の
霊
柩
車
運
行
事
業
開
始
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に
伴
い
、
町
の
霊
柩
車
運
行
の
役
割
が
終
了
し
た
も
の
と
判
断
し
て
、
今
回
、
本
条
例
の
廃
止
を
行
う
も
の
で
す
。 

 
附
則
と
し
て
、
こ
の
廃
止
条
例
施
行
日
を
、
周
知
期
間
を
勘
案
し
、
平
成
二
十
三
年
一
月
一
日
と
し
て
お
り
ま
す
。 

 
な
お
、
小
値
賀
町
霊
柩
車
使
用
条
例
施
行
規
則
に
つ
い
て
も
、
同
様
に
廃
止
を
す
る
予
定
で
す
。 

 

以
上
で
、
提
案
理
由
の
説
明
を
終
わ
り
ま
す
。 

 

よ
ろ
し
く
ご
審
議
の
上
、
ご
承
認
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 

こ
れ
で
提
案
理
由
の
説
明
を
終
わ
り
ま
す
。 

こ
れ
か
ら
質
疑
を
行
い
ま
す
。 

 

質
疑
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

土

川

議

員 

三
番
（
土
川
重
佳
） 

霊
柩
車
が
廃
止
と
い
う
こ
と
で
、
『
小
値
賀
交
通
』
の
方
に
委
託
す
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
ま
す
け
ど
も
、
そ
の
時
の
料

金
と
か
何
と
か
は
、
は
っ
き
り
し
た
数
字
と
か
分
か
り
ま
す
か
。
前
、
全
協
で
も
ち
ょ
っ
と
説
明
が
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
再
度
も
う
一
回
よ

ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 

住

民

課

長 

住
民
課
長
（
吉
元
勝
信
） 

お
答
え
い
た
し
ま
す
。 

 

こ
ち
ら
の
方
の
来
て
い
る
連
絡
に
よ
り
ま
す
と
、
通
常
の
霊
柩
車
運
行
で
一
万
五
千
円
と
い
う
よ
う
な
金
額
設
定
を
予
定
し
て
い
る
よ
う
で
ご

ざ
い
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 

土

川

議

員 

三
番
（
土
川
重
佳
） 

は
い
、
分
か
り
ま
し
た
。 

 

そ
れ
で
も
う
一
点
、
お
尋
ね
し
て
お
き
ま
す
け
ど
も
、
確
認
で
ご
ざ
い
ま
す
け
ど
も
、
も
し
そ
の
霊
柩
車
を
委
託
し
て
、
『
小
値
賀
交
通
』
さ

ん
の
方
に
で
す
ね
、
修
理
と
か
今
後
ず
ぅ
ー
っ
と
多
年
に
渡
り
、
霊
柩
車
の
買
い
替
え
等
々
も
生
じ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
時
の
こ
と
は
、

ど
の
よ
う
に
考
え
て
お
ら
れ
ま
す
か
。 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 

町

長 

町
長
（
山
田
憲
道
） 

お
答
え
い
た
し
ま
す
。 

 

車
検
等
に
つ
き
ま
し
て
は
、
会
社
が
や
る
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
新
車
を
買
い
替
え
の
場
合
に
は
、
や
は
り
町
の
方
か
ら
で
す
ね
、
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出
す
の
が
妥
当
で
は
な
い
か
と
い
う
ふ
う
に
は
思
っ
て
お
り
ま
す
。 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 

ほ
か
に
質
疑
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

小

辻

議

員 
四
番
（
小
辻
隆
治
郎
） 

『
小
値
賀
交
通
』
に
移
行
す
る
こ
と
で
で
す
ね
、
今
ま
で
の
…
。
結
局
、
そ
の
た
め
に
『
小
値
賀
交
通
』
の
運
転
手
が

い
る
わ
け
で
す
か
ら
、『
小
値
賀
交
通
』
に
対
し
て
、
町
は
何
か
補
助
金
を
増
や
す
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
。 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 

町

長 

町
長
（
山
田
憲
道
） 

お
答
え
い
た
し
ま
す
。 

 

今
の
現
在
で
は
、
そ
う
い
う
の
は
考
え
て
お
り
ま
せ
ん
。 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 
小

辻

議

員 

四
番
（
小
辻
隆
治
郎
） 
と
い
う
こ
と
は
、
『
小
値
賀
交
通
』
の
収
入
が
増
え
る
と
い
う
こ
と
で
、
逆
に
補
助
金
は
減
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら

な
い
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 

町

長 

町
長
（
山
田
憲
道
） 

結
局
は
で
す
ね
、
霊
柩
車
を
回
す
場
合
に
は
、
職
員
に
で
す
ね
、
一
人
が
バ
ス
を
回
し
ま
す
ね
、
通
常
の
バ
ス
を
。
そ
れ

か
ら
、
も
う
一
人
は
、
控
え
が
バ
ス
を
回
し
て
、
も
う
一
人
の
方
が
霊
柩
車
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
分
に
つ
い
て
は
、
時

間
給
で
で
す
ね
、
払
う
よ
う
な
格
好
で
や
り
ま
す
の
で
、
車
検
と
か
燃
料
費
、
色
々
し
た
場
合
に
は
、
そ
ん
な
に
利
益
が
上
が
る
と
い
う
ふ
う
に

は
考
え
て
お
り
ま
せ
ん
。 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 

ほ
か
に
質
疑
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（「
質
疑
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 

質
疑
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

こ
れ
で
質
疑
を
終
わ
り
ま
す
。 

 

こ
れ
か
ら
討
論
を
行
い
ま
す
。 

 

討
論
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（「
討
論
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 

討
論
な
し
と
認
め
ま
す
。 
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こ
れ
で
討
論
を
終
わ
り
ま
す
。 

 
こ
れ
か
ら
、
議
案
第
六
八
号
、
小
値
賀
町
霊
柩
車
使
用
条
例
を
廃
止
す
る
条
例
案
を
採
決
し
ま
す
。 

 
お
諮
り
し
ま
す
。 

 

本
案
は
、
原
案
の
と
お
り
決
定
す
る
こ
と
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

し
た
が
っ
て
、
議
案
第
六
八
号
、
小
値
賀
町
霊
柩
車
使
用
条
例
を
廃
止
す
る
条
例
案
は
、
原
案
の
と
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。 

 

日
程
第
四
、
議
案
第
六
九
号
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案
を
議
題
と
し
ま
す
。 

本
案
に
つ
い
て
提
案
理
由
の
説
明
を
求
め
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

総

務

課

長 

総
務
課
長
（
西
村
久
之
） 

議
案
第
六
九
号
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案
に
つ
い
て
、
説
明
い
た
し
ま
す
。 

今
回
、
人
事
院
よ
り
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
、
一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
、
給
与
及
び
勤
務
時
間
の
特
例
に
関
す
る

法
律
、
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
及
び
給
与
の
特
例
に
関
す
る
法
律
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

を
改
正
す
る
こ
と
を
勧
告
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
条
例
を
改
正
す
る
必
要
が
生
じ
ま
し
た
の
で
、
ご
提
案
い
た
し
ま
す
。 

第
十
七
条
の
改
正
は
、
期
末
手
当
の
十
二
月
支
給
分
を
百
分
の
百
六
十
か
ら
百
分
の
百
三
十
五
を
乗
じ
て
得
た
額
に
減
額
す
る
も
の
で
ご
ざ
い

ま
す
。 

第
十
八
条
の
改
正
は
、
勤
勉
手
当
の
十
二
月
支
給
分
を
百
分
の
七
十
二
・
五
か
ら
百
分
の
六
十
五
を
乗
じ
て
得
た
額
に
減
額
す
る
も
の
で
ご
ざ

い
ま
す
。 

関
係
す
る
給
与
表
に
つ
い
て
は
、
別
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

附
則
第
六
項
の
改
正
は
、
平
成
一
八
年
条
例
第
一
一
号
で
改
正
が
あ
っ
た
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
も
の
で
、
現
給
を
保
障
さ
れ
て
支
給
さ
れ

て
い
る
基
本
給
に
百
分
の
九
十
九
・
五
九
を
乗
じ
て
得
た
額
を
基
本
給
と
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

附
則
、
こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
二
年
十
二
月
一
日
よ
り
施
行
す
る
。 

ま
た
、
本
年
四
月
か
ら
十
一
月
ま
で
の
期
間
に
か
か
る
格
差
相
当
分
を
年
間
給
与
で
み
て
解
消
す
る
た
め
、
四
月
の
給
与
に
調
整
率
百
分
の
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〇
・
二
八
を
乗
じ
て
得
た
額
に
四
月
か
ら
十
一
月
ま
で
の
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
、
六
月
に
支
給
さ
れ
た
期
末
勤
勉
手
当
の
額
に
調
整
率
百
分

の
〇
・
二
八
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額
に
相
当
す
る
額
を
、
十
二
月
の
期
末
手
当
の
額
で
減
額
調
整
す
る
と
い
う
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

以
上
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案
に
つ
い
て
説
明
い
た
し
ま
し
た
。 

よ
ろ
し
く
ご
審
議
の
上
、
ご
承
認
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 

こ
れ
で
提
案
理
由
の
説
明
を
終
わ
り
ま
す
。 

こ
れ
か
ら
質
疑
を
行
い
ま
す
。 

 

質
疑
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

松

永

議

員 

九
番
（
松
永
勇
治
） 
そ
う
す
る
と
、
平
均
何
％
に
な
る
の
か
。 

 

そ
れ
と
、
こ
の
減
額
給
与
条
例
改
正
に
お
い
て
、
ど
の
く
ら
い
の
給
与
の
削
減
が
な
さ
れ
る
の
か
、
お
尋
ね
い
た
し
ま
す
。 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 

総

務

課

長 

総
務
課
長
（
西
村
久
之
） 

お
答
え
し
ま
す
。 

 

先
程
も
率
も
言
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
十
二
月
支
給
分
の
期
末
手
当
は
百
分
の
百
六
十
か
ら
百
分
の
百
三
十
五
に
な
り
ま
す
の
で
、
マ
イ
ナ
ス 

の
〇
・
二
五
月
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
、
勤
勉
手
当
に
つ
き
ま
し
て
は
、
百
分
の
七
十
二
・
五
か
ら
百
分
の
六
十
五
に
な
る
わ
け
で
す
か
ら
、
マ
イ 

ナ
ス
の
〇
・
〇
七
五
月
で
す
ね
。
合
計
で
、
〇
・
三
二
五
月
に
な
り
ま
す
。 

 

そ
れ
と
、
附
則
で
言
っ
て
お
り
ま
す
、
現
給
、
平
成
十
八
年
度
に
給
料
表
が
改
定
さ
れ
ま
し
た
け
ど
も
、
そ
の
時
に
そ
の
給
料
表
よ
り
も
上
回 

っ
て
も
ら
っ
て
い
た
人
は
で
す
ね
、
そ
の
現
給
を
保
障
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
し
た
の
で
、
そ
の
現
給
保
障
さ
れ
た
給
与
額
に
九
十 

九
・
五
九
を
掛
け
た
額
、
〇
・
四
一
％
が
現
給
保
障
の
給
与
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
で
、
こ
の
四
月
か
ら
十
一
月
ま
で
の
月
数
と
十
二 

月
期
末
手
当
の
額
で
調
整
さ
れ
た
額
は
で
す
ね
、
大
体
、
給
与
が
四
十
万
円
と
し
た
場
合
と
期
末
手
当
、
ボ
ー
ナ
ス
が
百
万
円
と
し
た
場
合
、
単 

純
に
計
算
し
ま
す
と
、
大
体
一
万
一
千
円
程
度
に
な
る
と
思
い
ま
す
。 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 

ほ
か
に
質
疑
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（「
質
疑
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 

質
疑
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

こ
れ
で
質
疑
を
終
わ
り
ま
す
。 
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こ
れ
か
ら
討
論
を
行
い
ま
す
。 

 
ま
ず
、
原
案
に
反
対
者
の
発
言
を
許
し
ま
す
。 

（「
反
対
討
論
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 

反
対
討
論
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

次
に
、
原
案
に
賛
成
者
の
発
言
を
許
し
ま
す
。 

（「
賛
成
討
論
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 
賛
成
討
論
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

こ
れ
で
討
論
を
終
わ
り
ま
す
。 

 

こ
れ
か
ら
、
議
案
第
六
九
号
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案
を
採
決
し
ま
す
。 

 

こ
の
表
決
は
、
起
立
に
よ
っ
て
行
い
ま
す
。 

 

議
案
第
六
九
号
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案
は
、
原
案
の
と
お
り
決
定
す
る
こ
と
に
賛
成
の
方
は
、
起
立 

願
い
ま
す
。 

（
賛
成
者
起
立
） 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 

起
立
全
員
で
す
。 

 

し
た
が
っ
て
、
議
案
第
六
九
号
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案
は
、
原
案
の
と
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。 

 

以
上
で
、
本
臨
時
会
に
付
議
さ
れ
た
案
件
の
審
議
は
、
全
部
終
了
い
た
し
ま
し
た
。 

 

こ
れ
で
、
平
成
二
十
二
年
小
値
賀
町
議
会
第
五
回
臨
時
会
を
閉
会
し
ま
す
。 

  

― 

午 

後 
 
 

一 

時 

四
十
一 

分 
 

閉 

会 

―  


